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〇第６回通常総会のご案内 

〇第６回通常総会記念企画「パネル討論会：これからの消費者行政を考える」のご案内 
〇新しく認定された適格消費者団体のご紹介 

第６回通常総会のご案内 
消費者機構日本「第６回通常総会」について、実施要領が確定しましたので、ご案内申

し上げます。 
＜正会員の皆様へのご案内＞ 
正会員の皆様には、５月１５日頃を目処に、別途、正式なご案内状と議案書ならびに参

加連絡表をお送りしますので、その参加連絡表にて、ご出欠ならびに書面議決等のご連絡

をくださいますようお願いします。 
＜協力会員ならびに賛助会員の皆様へのご案内＞ 
協力会員と賛助会員の皆様には、本ニュースレターのご案内をもちまして、第６回通常

総会の傍聴のご案内とさせていただきます。参加ご希望の方は、下記の傍聴申込書に必要

事項を記載いただき、５月１９日までに消費者機構日本事務局まで、メールかファックス

でご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

 

＜第５回通常総会の傍聴ご案内＞ 
１． 日時 ２０１０年５月２６日（水） 

１６時３０分～１８時００分 
２． 会場 主婦会館プラザエフ ３階 コスモス 
３． 議案 
第１号議案 ２００９年度事業報告承認の件 
第２号議案 ２００９年度決算承認の件 
第３号議案 定款一部変更の件 
第４号議案 役員の選任の件 
 
※総会終了後、１８時３０分より、通常総会記念企画「パネル討論会：これからの消費

者行政を考える」を次頁の内容で開催します。 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
消費者機構日本事務局宛（FAX 03-5216-6077、E-mail kawamura@coj.gr.jp） 

第６回通常総会の傍聴申込書 
 傍聴される方の所属／役職名／お名前 会員種別（いずれかを〇囲みして下さい） 
 協力会員 ・ 賛助会員 
 協力会員 ・ 賛助会員 
 協力会員 ・ 賛助会員 

 



消費者機構日本 第６回通常総会記念企画 

「パネル討論会：これからの消費者行政を考える」 
５月２９日の消費者機構日本の第６回通常総会終了後に、記念企画として、「パネル討論

会：これからの消費者行政を考える」を開催いたします。 

消費者庁から幹部の方に参加いただき、消費者庁の発足以来の活動を振り返り、これか

らの消費者行政のあり方や進め方について、率直な意見交換を、パネル討論で行ないます。

お誘いあわせの上ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

実施要領 

１．日時  ２０１０年５月２６日（水）１８:３０～２０:００ 

２．会場  主婦会館プラザエフ ８階 スイセン（住所：東京都千代田区六番町１５）  

        ※JR 四ッ谷駅 麹町口前 徒歩１分 

３．参加人員 １００名 

４．テーマ 「これからの消費者行政を考える」 

５．パネル討論参加者 

パネル進行：青山佾氏（消費者機構日本会長） 

パネラー ：消費者庁 

泉健太政務官又は消費者庁幹部で調整中 

           阿南久氏（全国消費者団体連絡会事務局長） 

           唯根妙子氏（日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 

常任理事・消費者相談室長） 

６．参加費  無料 

７．参加申込 正会員の皆様には、総会のご案内状等に同封して、申込用紙を送らせて 

       いただきます。 

協力会員と賛助会員の皆様で、参加ご希望の方は、下記の参加申込書に必

要事項を記載いただき、５月１９日までに消費者機構日本事務局まで、メ

ールかファックスでご連絡ください。 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
消費者機構日本事務局宛（FAX 03-5216-6077、E-mail kawamura@coj.gr.jp  ） 

 
第６回通常総会記念企画「パネル討論会：これからの消費者行政を考える」参加申込書 

 
参加される方の所属／役職名／お名前 ご連絡先電話番号 

  
  
  
 



 
新しく認定された適格消費者団体のご紹介 

 

２０１０年２月２５日に消費者支援ネット北海道が、続く４月１４日に、あいち消費者

被害防止ネットワークが、それぞれ消費者団体訴訟制度の適格消費者団体としての認定を

受けました。これで、全国の適格消費者団体は 9 つになりました。両団体の組織概要等を

ご紹介いたします。 

 

消費者支援ネット北海道 （ホクネット） 

設立年月日 ２００７年１２月２２日 

法人格   特定非営利活動法人 

正会員数  団体正会員 ３会員 

             （社）北海道消費者協会 

              北海道生活協同組合連合会 

              北海道労働者福祉協議会 

      個人正会員 １７３名 

事務所所在地等 〒060-0004 札幌市中央区北４条西１２丁目ほくろうビル４階 

        電話 011-221-5884  fax 011-221-5887 

                ホームページ http://www.e-hocnet.info/ 

最近の活動事例 ソフトバンク「高額随時請求」についての申入れ 

        不動産賃貸借契約書の条項について、６社に申し入れ 

        ※詳しくは、上記ホームページを参照ください。 

消費者支援ネット北海道は、消費者機構日本に団体正会員として加入頂いています。 

 

あいち消費者被害防止ネットワーク（エーシーネット） 

設立年月日 ２００７年５月２０日 

法人格   特定非営利活動法人 

正会員数  団体正会員 ６会員 

              名古屋勤労市民生活協同組合 

              全国大学生活協同組合東海地域センター 

              みかわ市民生活協同組合 

              愛知県消費者団体連絡会 

              名古屋先物証券問題研究会 

              健康関連取引適正事業団 

      個人正会員 １０７名 

事務所所在地等 〒464-0824 名古屋市千種区稲舟通 1-39 

        電話 052-781-6161  fax 052-781-8833 

                ホームページ http://www.a-c-net.com/ 

最近の活動事例 ミニテックの賃貸契約書に対する申入れ 

        名古屋生花小売商業組合及び葬儀社の不当請求行為に対する申入れ    

※詳しくは、上記ホームページを参照ください。 

http://www.e-hocnet.info/
http://www.a-c-net.com/

